
    

令和３年 11月 26日  

 

医療機関の長 様 

 

大阪市新型コロナウイルスワクチン接種推進監  

 

 

 

新型コロナウイルスワクチン接種に係る予診票及び 

時間外等加算請求方法の変更について 

 

 

 平素は、本市の新型コロナウイルス感染症対策に格別の御理解と御協力を賜り、厚

くお礼申し上げます。 

また、新型コロナワクチン接種につきましては、貴院のご尽力により、円滑に市民

への接種が進んでおりますこと、改めて感謝申し上げます。 

さて、令和３年 11 月４日付で厚生労働省健康局健康課予防接種室から事務連絡の発

出があったことを受け、本市においては別紙のとおり取扱うことといたしますので、

ご協力いただきますようお願いいたします。 

なお、１・２回目接種者用の新予診票につきましては、参考として様式を添付して

おりますので、必要に応じて印刷いただくか、本市ホームページからダウンロードし

ていただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

大阪市保健所               

感染症対策課（ワクチン接種等調整チーム） 

電話：06-6647-0813  FAX：06-6786-8003 



新予診票

被接種者の住民票 接種費用請求先
休日・時間外
加算請求先

大阪市 大阪市

大阪市以外 国保連

予診票変更に伴う接種費用・時間外等加算分の請求方法について
令和3.12

接種費用の請求と同時に時間外等加算分の請求ができます。
※大阪市以外の方へ接種した場合、接種費用と時間外等加算分は国保連への請求です。

①【接種券一体型予診票】３回目接種の対象者

②【接種券貼り付け型】１月以降、新たに１･２回目接種の対象となる方（12歳になる小児）

③【接種券貼り付け型】１･２回目の接種券を、12月以降に再発行した方

新予診票を持参する人 ※大阪市の場合

新予診票と旧予診票の違い

請求方法の変更点

新予診票には、医師記入欄の下に、時間外等加算分の確認の為、医療機関記入
欄が追加されています。



旧予診票を使用して接種費用を請求する場合、時間外等加算分については「新型コロ

ナウイルスワクチンの時間外・休日の接種及び個別接種促進のための支援事業の請求について」（令和３

年６月23日付厚生労働省事務連絡）で示された方法により、これまでと同様、専用の請求

書及び実績報告書を作成のうえ、（令和３年12月実施分から）実施した月ごとに

大阪市に提出が必要となります。

旧予診票

被接種者の住民票 接種費用請求先
休日・時間外
加算請求先

大阪市 大阪市 大阪市

大阪市以外 国保連 大阪市

1･2回目接種対象者で11月末までに送付されたものを持参した場合
※本市では12月に12歳になる小児も作業の都合上、旧予診票が11月末に送付されています。

旧予診票を持参する可能性のある人 ※大阪市の場合

旧予診票での請求方法（これまでと変更なし）

※令和３年12月以降に、旧予診票で費用請求する場合の時間外等加算分に係る
請求書・実績報告書の様式、請求期限、支払い時期等については、近日中に
大阪市ホームページに掲載いたします。

旧予診票を持参された方には、可能な限り新予診票への書き換えを依頼
してください。




